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令和６年度大田区地域協議会

 令和６年５月27日（月） 開催
事務局：大田区社会福祉協議会
委 員：大田区地域福祉活動計画推進委員

【議題】

１ はじめに
地域協議会について

２ 大田区社会福祉法人協議会
エリア展開の取り組みについて

３ 協議事項
「地域の福祉課題に関すること等について」
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１ 地域協議会について
① 社会福祉充実計画において地域公益事業を行う

に当たっては、地域の福祉ニーズを的確に反映さ

せるために関係者の意見を聴取する。

② 社会福祉充実計画において地域公益事業を実

施しない場合においても、「地域における公益的な

取組」を推進するため、以下について協議する。

【協議事項】

・地域の福祉課題に関すること

・地域で求められる福祉サービスに関すること

・関係機関との情報共有及び連携に関すること

・ 「地域における公益的な取組」の取組内容・推進

方策に関すること など
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２ 大田区社会福祉法人協議会
エリア展開の取り組みについて
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大田区社会福祉法人協議会

発足；2015年７月

加入法人数；41法人

目的；・区内社会福祉法人のネットワーク化

と情報共有

・地域公益的な活動の推進

・各地域課題へのアプローチ

主な取組事例；おおたスマイルプロジェクト

おおた福祉カレッジ など



２ 大田区社会福祉法人協議会
エリア展開の取り組みについて
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社会福祉法人協議会のエリア展開

課題が起きている地域ごとに活動を展開

令和6年度地域協議会 資料4より抜粋



３ 協議事項
地域の福祉課題に関すること等について

【意見等】

コロナ禍となり、生活に困窮する人が増えたが、な
かなか助けを求めにくいと思われる。そのような方々
への支援につなげるためには、地域の状況を発掘し
て共有することが大事である。

地域の課題である「居場所の提供」に対して、社会
福祉法人が保有する施設の貸し出しや、町会・自治
会と社会福祉法人などによる事業の協同実施ができ
たら良い。
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３ 協議事項
地域の福祉課題に関すること等について

【意見等】

社会福祉法人は、民間の団体として思いをもってやっ
てきた歴史のある団体もある。そして、多くの地域の課題
に対して地域に出て解決したいという思いを集めて、公益
的な取組を実施している。こうした思いを持った人たちが
手を結び、地域資源として実施することが大事である。

社会福祉法人が公益的に活動していることは良いこと
である。さらに、社会福祉法人が地域に開かれた場所と
して、公益的な取組をもっと積極的に実施してほしいと思
う。
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お知らせ

 地域協議会の議事録については、大田区社会
福祉協議会のホームページに掲載されていま
す。

 各社会福祉法人の「地域における公益的な取
組」の実施状況は、ＷＡＭ ＮＥＴで公開されてい
る現況報告書で確認できます。

 「地域における公益的な取組」については、法人
のホームページ等において、積極的に情報発信
することが重要です。
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ＥＮＤ

ご清聴ありがとうございました。

9

【担当】
大田区福祉部福祉管理課法人指導担当
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎８階
TEL 03-5744-1215 FAX 03-5744-1520
e-mail hojin-shido@city.ota.tokyo.jp


